
第 10 章 協定集 

273 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第１０章 
 

協定集 



第 10 章 協定集 

274 
 

１．協定書 
（１）原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書 

 
福井県および   市（町）（以下「甲」という。）と   （以下「乙」という。）と

は、乙の   発電所（以下「発電所」という。）の設置、保守運営および廃止措置[高浜：設
置および保守運営]に伴う周辺環境および発電所従事者の安全確保等について、次のとおり協定
する。 

 
(「甲」の解釈と運用) 
第１条 甲である福井県および   市（町）は、協議の上、一体となって本協定の運用にあ 

たるものとする。 
 

(関係諸法令等の遵守等) 
第２条 乙は、発電所の建設、保守運営および廃止措置[高浜：建設および保守運営]に当たっ 

ては、周辺環境および発電所従事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければな
らない。 

２ 乙は、関係諸法令等を遵守するとともに、この協定を誠実に履行しなければならない。 
３ 乙は、第１項の規定の実施に当たっては、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければ 

ならない。 
(1) 安全管理体制の強化および品質保証活動（作業管理等を含む。）の展開 
(2) 新技術の開発および導入ならびに施設の改善 
(3) 教育訓練の充実 
(4) 高経年化対策の充実および強化 
(5) 請負事業者およびメーカその他の関連事業者との技術情報の共有 
(6) 発電所従事者の労働安全対策、放射線業務従事者の被ばく低減および放射性廃棄物の放

出低減 
(7) 原子力防災対策、核物質防護対策および有事対策の充実 
(8) 環境保全対策 
 

(計画に対する事前了解） 
第３条 乙は、発電所の新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画に 

ついて、事前に甲の了解を得なければならない。 
２ 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲の了解を得なければな
らない。 

 
（廃止措置計画の事前連絡）[高浜：当該条項を除く] 
第３条の２ 乙は、原子炉施設の廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置 

に関する計画について、事前に連絡しなければならない。 
 

(請負事業者の指導監督等） 
第４条 乙は、請負事業者が行う教育訓練、放射線管理、品質保証活動、作業管理等につい

て、請負事業者に対する指導および監督の徹底を図るとともに、請負事業者との的確な
協力体制の構築を図らなければならない。 

 
(輸送計画の事前連絡) 
第５条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等の輸送計画について、事前に 

連絡しなければならない。 
 

(平常時における連絡） 
第６条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡 

しなければならない。 
(1) 発電所建設工事の進捗状況 
(2) 発電所の保守運営（試験運転を含む。）の状況 
(3) 環境放射能測定調査の状況 
(4) 冷却排水調査の状況 
(5) 原子炉施設の廃止措置の状況[高浜：当該条項を除く] 

 
 
（異常時における連絡） 
第７条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しなけ 

ればならない。 
(1) 非常事態が発生したとき。 
(2) 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。 
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(3) 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したと 
き。 

(4) 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動した
とき。 

(5) 発電所に故障が発生したとき。 
(6) 発電所敷地内において火災が発生したとき。 
(7) 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 
(8) 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたと

き。 
(9) 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 
(10) 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
(11)  放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
(12)  発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 
(13)  その他国に報告する事項。 
 

(立入調査等） 
第８条 甲は、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため必要があると認め 

るときは、乙に対して発電所の保守運営に関し報告を求め、または発電所に立入調査す
ることができる。 

２ 乙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。 
３ 第１項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規程に 
従うものとする。 

 
(立入調査の同行) 
第９条 甲は、前条第１項の立入調査を行う場合において、発電所の保守運営に起因して、地 

域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影響を及ぼす
おそれがあるときは、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるものとす
る。 

２ 前条第３項の規定は、前項に規定する者について準用する。 
 

(適切な措置) 
第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、国を通じ、または直接乙に対し、原子 

炉の運転停止を含む原子炉施設等の使用制限、施設および運用方法の改善その他適切な
措置を講ずることを求めることができる。 

(1) 第８条第１項の規定による立入調査の結果、周辺環境または発電所従事者の安全を確保 
するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

(2) 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊 
急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

(3) 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、発電所の周辺環境または発電所従事
者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があ
ると認められるとき。 

２ 乙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意を持って速
やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければな
らない。 

 
(運転再開の協議) 
第11条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、原子炉の運転再開について、事前に甲 

と協議しなければならない。 
(1) 第10条第１項の規定により、甲の求めに応じて原子炉の運転を停止したとき。 
(2) 原子炉の運転を停止した事故において、国が事故調査のため特別に委員会等を設置した 

とき。 
 

(損害の補償） 
第12条 乙は、発電所の保守運営に起因して地域住民に損害を与えた場合は、直ちに損害の拡 

大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償しなけ
ればならない。 

 
(原子力防災対策) 
第13条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、 

的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 
２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 
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(公衆への広報) 
第14条 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合 

は、甲に対して連絡しなければならない。 
 

(連絡の方法) 
第15条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 
(1) 第３条、第３条の２、第５条および第６条[高浜：第３条、第５条および第６条]に掲げ 

る事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第６条第３号に掲げる
事項については、｢福井県環境放射能測定技術会議｣が作成した調査報告をもって、これ
にかえるものとする。 

(2) 第７条および前条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するも 
のとする。 

(3) その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。 
 

(連絡の発受信者) 
第16条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。 
 

(協定書の改定) 
第17条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれから 

でもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙は、
誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

 
(覚書) 
第18条 この協定の施行に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に覚書で定める 

ものとする。 
 

(疑義または定めのない事項) 
第19条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのない 

事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 
 
この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 
 
 昭和46年８月３日 
 昭和47年１月24日 改定[敦賀、美浜] 
 昭和47年７月３日 [大飯] 
 昭和49年１月26日 改定[高浜] 
 昭和51年６月７日 改定 
 昭和56年７月30日 改定 
 平成４年５月28日 改定 
 平成17年５月16日 改定 
 平成28年２月10日 改定[敦賀、美浜] 
 平成30年11月22日 改定[大飯] 
 
【締結者】 

発電所 甲 乙 
敦賀発電所 福井県・敦賀市 日本原子力発電㈱ 
美浜発電所 福井県・美浜町 関西電力㈱ 
大飯発電所 福井県・おおい町 関西電力㈱ 
高浜発電所 福井県・高浜町 関西電力㈱ 
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原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書の運用に関する覚書 
 
福井県および   市（町）（以下「甲」という。）と   （以下「乙」という。）とが、平

成 28 年２月 10 日［高浜：平成 17 年５月 16 日］に締結した、原子力発電所周辺環境の安全確
保等に関する協定書（以下「協定書」という。）の運用に関し、協定書第 18 条に基づき、次の
とおり覚書を交換する。 

  
（関係諸法令等の遵守等） 
第１条 協定書第２条第２項に定める「関係諸法令等」には、法令で定める基本規定および原 

子力規制委員会決定の指針類を含むものとする。 
２ 乙は、協定書第２条第３項の規定の実施に当たっては、電気技術規程「原子力発電所に 

おける安全のための品質保証規程」にのっとって品質保証活動を推進するとともに、学協
会等が定める規格等の導入に積極的に取り組むものとする。 

 
（計画に対する事前了解） 
第２条 協定書第３条第２項に定める「原子炉施設」とは、原子炉設置許可申請書（添付書類 

を含む。）に記載する施設とする。 
 

（廃止措置計画の事前連絡）[高浜：当該条項を除く] 
第２条の２ 協定書第３条の２の「廃止措置に関する計画」とは、核原料物質、核燃料物質及 

び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第 43 条の３の 34 第２項
の規定による廃止措置計画をいうものとする。 

 
（輸送計画の事前連絡） 
第３条 協定書第５条に定める「輸送」とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運 

搬に関する規則（昭和 53 年総理府令第 57 号）第３条または第 13 条の規定による輸送
および中性子源の輸送をいうものとする。 

 
（平常時における連絡） 
第４条 協定書第６条第１号の「発電所建設工事」とは、準備工事を含む工事の着手から使用 

前検査の終了までをいうものとする。 
２ 協定書第６条第２号の「試験運転」とは、燃料装荷から使用前検査の終了までをいう 

ものとする。 
３ 協定書第６条第１号、第２号、第４号および第５号［高浜：協定書第６条第１号、第 

２号および第４号］の規定による連絡は、次の各号に定めるとおりとする。 
(1) 毎月連絡するもの 

①建設工事進捗状況 
②保守運営状況 
③廃止措置作業状況［高浜：当該条項を除く］ 

(2) 四半期ごとに連絡するもの 
①放射線業務従事者の被ばく管理状況 
②放射性廃棄物の放出および保管状況 
③冷却排水調査状況 

(3) 毎年度当初に連絡するもの 
①建設工事計画 
②保守運営計画 
③教育訓練計画 
④廃止措置作業計画［高浜：当該条項を除く］ 

(4) その都度連絡するもの 
①発電所の施設設置計画の変更 
②発電所の計画的運転停止 
③定期検査その他の計画停止作業の結果 
④原子炉施設の安全確保に関する基本規定等の変更 
⑤発電用施設の解体または用途の廃止 
⑥発電所敷地利用計画の変更 
⑦原子炉施設の定期的な評価の結果 
⑧発電所の安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項 
⑨廃止措置中の作業の計画および結果ならびに国へ報告する事項［高浜：当該条項を除く］ 
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（異常時における連絡） 
第５条 協定書第７条第１号の「非常事態」とは、周辺環境へ深刻な影響を及ぼすおそれが 

ある事故が発生し、または発生するおそれがある場合であって、原子力事業者防災業
務計画に基づき防災体制の配備が必要な事態をいうものとする。 

２ 協定書第７条第２号の「工学的安全施設が動作したとき」とは、工学的安全施設作動 
信号が発信したときをいうものとする。 

３ 協定書第７条第３号の「漏洩したとき」とは、次に掲げるときをいうものとする。 
(1) 排出施設以外から管理区域外に排出されたとき。 
(2) 管理区域外で漏洩したとき。 
(3) 排出施設から予期しない排出があったとき。 
(4) 管理区域内における漏洩であって、人の退避、立入制限または運転上の特別の措置等

を講じたとき。 
(5) 環境に関連する放射線測定装置が設定値を超えたとき、または超えるおそれがあると 

き。 
(6) 周辺監視区域外の空気中または水中の放射性物質の濃度が法令で定める濃度限度を超

えたとき、または超えるおそれがあるとき。 
４ 協定書第７条第４号の「計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき」とは、他の原 

子炉の事故等に起因して機器の点検のため停止したとき以外のときとする。 
５ 協定書第７条第４号の「不測の事態により出力が変動したとき」とは、機器の点検、給

電指令等により出力が変動したとき以外のときとする。 
６ 協定書第７条第５号の「発電所に故障が発生したとき」とは、次に掲げるときとする。 
(1) 第３項第５号の放射線測定装置が機能を停止したとき、または停止するおそれがある

とき。 
(2) 原子炉計装または安全保護系のプロセス計装に関連する測定装置が設定値を超えたと

き。 
(3) 定期検査その他の計画停止作業において、法令の規定に基づく技術基準に適合しない

欠陥があるとき、または欠陥があるおそれがあるとき。 
(4) 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足していないとき。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、発電所の保守運営に支障を及ぼす故障が発生したとき。 
７ 協定書第７条第６号の「火災が発生したとき」とは、原子炉施設またはこれに関連す

る施設で火災が発生したときをいうものとする。 
８ 協定書第７条第７号の「事故」には、放射性汚染が車両または船舶内にとどまる事故

および交通事故等を含むものとする。 
９ 協定書第７条第９号の「特別の措置を行ったとき」とは、放射線業務従事者等が放射

線障害を受けたおそれがあると医師が診断したときとする。 
１０ 協定書第７条第 10 号の「原子炉施設等において人に障害が発生したとき」とは、原子

炉設置または放射性同位元素の使用に係る許可申請書（添付書類を含む。）に記載する施
設（ただし事務建屋を除く。）内で、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第
97 条第１項に基づき報告する障害が発生したときとする。ただし、病気による場合およ
び管理区域外で電気工作物の損傷または点検作業等に起因しない場合は除くものとす
る。 

 
（立入調査） 

第６条 協定書第８条第１項の規定による立入調査（以下「立入調査」という。）の実施は、
福井県（以下「県」という。）と   市（町）（以下「市（町）」という。）が協議し
て、決定するものとする。ただし、市（町）は、協定書第１条の規定にかかわらず、
緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとす
る。 

２ 立入調査は、地方公共団体の一般職の職員ならびに地方公務員法(昭和 25 年法律第 261
号)第３条第３項第１号および第３号に規定する職にある者で、甲が指定したものが行う
ものとする。また、特に必要があると認めるときは、甲の職員のほか、甲が認めた学識
経験者も立入調査ができるものとする。 

３ 甲は、立入調査を行うときは、あらかじめ乙に対し、立入調査する者の氏名ならびに
立入りの日時および場所を通告するものとする。 

４ 第１項ただし書きの規定による立入調査を行ったときは、市（町）は、その終了後、
県に対し、結果の連絡および必要な協議を行うものとする。 

 
（立入調査の同行） 

第７条 協定書第９条第１項の「甲が認めた地域住民の代表者」とは、発電所立地地域周辺
の住居地域の住民の代表者とし、県と市（町）が協議し、決定した者とする。 
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２ 立入調査に同行する者の数は、数名程度とし、必要の都度その数を、県と市（町）が
協議して決定するものとする。 

 
（適切な措置） 

第８条 協定書第 10 条第１項第２号の「事故または有事」とは、原子力災害対策特別措置法
（平成 11 年法律第 156 号）第２条に規定する原子力緊急事態に至るおそれがある場
合、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第
112 号）第２条に規定する国民の保護のための措置が実施された場合などをいうものと
する。 

 
（連絡の発受信者） 

第９条 甲および乙は、円滑かつ確実な連絡を期するため、協定書第 16 条の発受信責任者の 
ほか、その代行者を定めるものとする。 

 
（協議） 
第 10 条 この覚書に定める事項について、新たに必要な事項が生じたとき、変更する事由が 

生じたとき、または解釈に疑義が生じたときは、甲および乙が協議の上、定めるもの
とする。 

 
この覚書交換の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 
 
昭和 51 年 ６月 7 日 
昭和 56 年 ７月 30 日改定 
平成 4 年 ５月 28 日改定 
平成 17 年 ５月 16 日改定 
平成 28 年 ２月 10 日改訂［敦賀、美浜］ 
平成 30 年 11 月 22 日改訂［大飯］ 
 
【締結者】 
 

  発電所 甲 乙 
敦賀発電所 福井県・敦賀市 日本原子力発電㈱ 
美浜発電所 福井県・美浜町 関西電力㈱ 
大飯発電所 福井県・おおい町 関西電力㈱ 
高浜発電所 福井県・高浜町 関西電力㈱ 
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原子力発電所の廃止措置等に関する協定書 
 
福井県および   市町（以下「甲」という。）と   （以下「乙」という。）は、乙の   

発電所における原子炉施設の廃止措置について、当該廃止措置に係る特有の課題に適切に対処
するとともに、当該原子炉施設の運転および廃止措置に係る一連の安全対策、環境保全対策お
よび地域振興対策を継続的に実施するため、次のとおり協定する。 

 
（廃止措置における乙の責務） 

第１条 乙は、廃止措置については、その工程を明らかにし、安全かつ速やかに実行するこ 
と、およびこれに伴う環境の保全に万全を期さなければならない。 

２ 乙は、廃止措置の実施に当たっては、立地地域に与える影響に鑑み、立地地域の振興
と発展に最大限努めなければならない。 

 
（廃止措置等に係る報告等） 

第２条 乙は、廃止措置等の状況について、定期的にまたは甲の求めに応じて、遅滞なく甲 
に報告するものとする。 

２ 甲は、前項の報告に関し、前条各項に定める責務に鑑み必要があると認めるときは、
乙に対し、適切な対応を求めることができる。 

３ 乙は、前項の求めに関し、誠意をもって速やかな対応に努めなければならない。 
４ 乙は、甲に対し、廃止措置計画の工程に影響を与えるおそれのある事象が生じたとき

は、遅滞なく報告するものとする。 
 

（廃止措置に伴う安全対策） 
第３条 乙は、廃止措置に伴い発生する解体廃棄物、粉塵、廃液等の放射性廃棄物につい 

て、発生量の低減を図るとともに、汚染の除去、拡散または漏えいの防止等の安全対
策を適切に講じなければならない。 

２ 乙は、放射性廃棄物の放射能汚染の程度に応じ、区分保管、減容等を実施するととも
に、計画的な搬出を行う等適切に処理しなければならない。 

３ 乙は、前二項に定める措置を着実に実施するため、安全管理体制の充実強化に努めな
ければならない。 

 
（廃止措置に伴う環境保全対策） 

第４条 乙は、廃止措置に起因する大気または土壌の汚染、水質の汚濁等の公害の防止に関 
し、適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物以外の廃棄物については、可能な限り再
利用を進めるとともに、再利用が困難な場合は、産業廃棄物として適正に処分しなけれ
ばならない。 

 
（地域振興対策） 

第５条 乙は、地元企業、大学、研究機関等と連携し、廃止措置に関する研究開発および人 
材育成に努めるものとする。 

２ 乙は、廃止措置に関連する企業、研究機関等の立地および誘致に積極的に努めるもの
とする。 

３ 乙は、廃止措置の工事に関する具体的な内容、実施時期等に関する計画を作成し、公
表することにより、地元企業の発展および地元雇用の促進に努めるものとする。 

 
（住民への理解活動） 

第６条 乙は、廃止措置計画の内容および廃止措置の実施状況、安全対策、環境保全対策等 
について、地域住民の理解を深めるため継続的な広報活動に努めなければならない。 

 
（協定書の改定） 

第７条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれか 
らでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙
は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

 
（疑義または定めのない事項） 

第８条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのな 
い事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 

 
この協定書締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 
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平成 28 年 2 月 10 日 
平成 30 年 11 月 22 日 
 
【締結者】 

発電所 甲 乙 
敦賀発電所 福井県・敦賀市 日本原子力発電㈱ 
美浜発電所 福井県・美浜町 関西電力㈱ 
大飯発電所 福井県・おおい町 関西電力㈱ 
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（２）高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書 
 
福井県および敦賀市（以下「甲」という。）と国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以

下「乙」という。）とは、乙の高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）の保守運
営および廃止措置に伴う周辺環境およびもんじゅ従事者の安全確保等について、次のとおり協
定する。 

 
（「甲」の解釈と運用） 

第１条 甲である福井県および敦賀市は、協議の上、一体となって本協定の運用にあたるも 
のとする。 

 
（関係諸法令等の遵守等） 

第２条 乙は、もんじゅの保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境およびもんじゅ 
従事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければならない。 

２ 乙は、関係諸法令等を遵守するとともに、この協定を誠実に履行しなければならない。 
３ 乙は、第１項の規定の実施に当たっては、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければ

ならない。 
(1) 安全管理体制の強化および品質保証活動（作業管理等を含む。）の展開 
(2) 新技術の開発および導入ならびに施設の改善 
(3) 教育訓練の充実 
(4) 請負事業者およびメーカその他の関連事業者との技術情報の共有 
(5) もんじゅ従事者の労働安全対策、放射線業務従事者の被ばく低減および放射性廃棄物 

の放出低減 
(6) 原子力防災対策、核物質防護対策および有事対策の充実 
(7) 環境保全対策 

 
（計画に対する事前了解） 

第３条 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲の了解を得なけれ 
ばならない。 

 
（廃止措置計画の事前連絡） 

第３条の２ 乙は、もんじゅの廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置 
に関する計画について、事前に連絡しなければならない。 

 
（請負事業者の指導監督等） 

第４条 乙は、請負事業者が行う教育訓練、放射線管理、品質保証活動、作業管理等につい
て、請負事業者に対する指導および監督の徹底を図るとともに、請負事業者との的確
な協力体制の構築を図らなければならない。 

 
（輸送計画の事前連絡） 

第５条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等の輸送計画について、事前
に連絡しなければならない。 

 
（平常時における連絡） 

第６条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連 
絡しなければならない。 

 
(1) もんじゅの保守運営の状況 
(2) 環境放射能測定調査の状況 
(3) 冷却排水調査の状況 
(4) もんじゅの廃止措置の状況 

 
（異常時における連絡） 

第７条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しな
ければならない。 

(1) 非常事態が発生したとき。 
(2) 工学的安全施設が動作したとき。 
(3) 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩した

とき。 
(4) もんじゅに故障が発生したとき。 
(5) ナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏洩したとき。 
(6) もんじゅ敷地内において火災が発生したとき。 
(7) 放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。 
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(8) 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたと
き。 

(9) 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 
(10) 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
(11) 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
(12) もんじゅの周辺環境に異常が発生したとき。 
(13) その他国に報告する事項 
 

（立入調査等） 
第８条 甲は、もんじゅの周辺環境またはもんじゅ従事者の安全を確保するため必要がある 

と認めるときは、乙に対してもんじゅの保守運営および廃止措置に関し報告を求め、
またはもんじゅに立入調査することができる。 

２ 乙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。 
３ 第１項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規程

に従うものとする。 
 

（立入調査の同行） 
第９条 甲は、前条第１項の立入調査を行う場合において、もんじゅの保守運営および廃止 

措置に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、また
は著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、甲が認めた地域住民の代表者を同行する
ことができるものとする。 

２ 前条第３項の規定は、前項に規定する者について準用する。 
 

（適切な措置） 
第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、国を通じ、または直接乙に対し、原 

子炉施設等の使用制限、施設および運用方法の改善その他適切な措置を講ずることを
求めることができる。 

(1) 第８条第１項の規定による立入調査の結果、周辺環境またはもんじゅ従事者の安全を 
確保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

(2) 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を
緊急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

(3) 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、もんじゅの周辺環境またはもんじ 
ゅ従事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる
必要があると認められるとき。 

２ 乙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって
速やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなけれ
ばならない。 

 
（損害の補償） 

第 11 条 乙は、もんじゅの保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合 
は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠
意をもって補償しなければならない。 

 
（原子力防災対策） 

第 12 条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるた 
め、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 
 

（公衆への広報） 
第 13 条 乙は、公衆に対して、もんじゅに関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う 

場合は、甲に対して連絡しなければならない。 
 

（連絡の方法） 
第 14 条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 
(1) 第３条、第３条の２、第５条および第６条に掲げる事項については、文書をもって連 

絡するものとする。ただし、第６条第２号に掲げる事項については、「福井県環境放
射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。 

(2) 第７条および前条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡する 
ものとする。 

(3) その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。 
 

（連絡の発受信者） 
第 15 条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。 
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（協定書の改定） 
第 16 条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれか 

らでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙
は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

 
（覚書） 

第 17 条 この協定の施行に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に覚書で定め 
るものとする。 

 
（疑義または定めのない事項） 

第 18 条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのな 
い事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 

 
この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 
 
平成 4 年 5 月 29 日 
平成 17 年 5 月 16 日 改定 
平成 29 年 12 月 5 日 改定 
 
【締結者】 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

発電所 甲 乙 
高速増殖原型炉 
もんじゅ 

福井県・敦賀市 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 
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高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書の運用に関する覚書 
 
福井県および敦賀市（以下「甲」という。）と国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以

下「乙」という。）とが、平成 29 年 12 月５日に締結した、高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の
安全確保等に関する協定書（以下「協定書」という。）の運用に関し、協定書第 17 条に基づ
き、次のとおり覚書を交換する。 

 
（関係諸法令等の遵守等） 

第１条 協定書第２条第２項に定める「関係諸法令等」には、法令で定める基本規定および 
原子力規制委員会決定の基準等を含むものとする。 

２ 乙は、協定書第２条第３項の規定の実施に当たっては、電気技術規程「原子力発電所 
における安全のための品質保証規程」にのっとって品質保証活動を推進するとともに、
学協会等が定める規格等の導入に積極的に取り組むものとする。 

 
（計画に対する事前了解） 

第２条 協定書第３条に定める「原子炉施設」とは、原子炉設置許可申請書（添付書類を含 
む。）に記載する施設とする。 

 
（廃止措置計画の事前連絡） 
第２条の２ 協定書第３条の２の「廃止措置に関する計画」とは、核原料物質、核燃料物質 

及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第 43 条の３の 33 第２
項の規定による廃止措置計画をいうものとする。 

 
（輸送計画の事前連絡） 

第３条 協定書第５条に定める「輸送」とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における 
運搬に関する規則（昭和 53 年総理府令第 57 号）第３条または第 13 条の規定による輸
送、中性子源および冷却材に使用するナトリウムの輸送をいうものとする。 

 
（平常時における連絡） 

第４条 協定書第６条第１号、第３号および第４号の規定による連絡は、次の各号に定める 
とおりとする。 

 
(1) 毎月連絡するもの 
①保守運営状況 
②廃止措置作業状況 

(2) 四半期ごとに連絡するもの 
①放射線業務従事者の被ばく管理状況 
②放射性廃棄物の放出および保管状況 
③冷却排水調査状況 

(3) 毎年度当初に連絡するもの 
①保守運営計画 
②教育訓練計画 
③廃止措置作業計画 

(4) その都度連絡するもの 
①もんじゅの施設設置計画の変更 
②もんじゅの計画的運転停止 
③定期検査その他の計画停止作業の結果 
④原子炉施設の安全確保に関する基本規定等の変更 
⑤発電用施設の解体または用途の廃止 
⑥もんじゅ敷地利用計画の変更 
⑦もんじゅの安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項 
⑧廃止措置中の作業の計画および結果ならびに国へ報告する事項 

 
（異常時における連絡） 

第５条 協定書第７条第１号の「非常事態」とは、周辺環境へ深刻な影響を及ぼすおそれが 
ある事故が発生し、または発生するおそれがある場合であって、原子力事業者防災業
務計画に基づき防災体制の配備が必要な事態をいうものとする。 

２ 協定書第７条第２号の「工学的安全施設が動作したとき」とは、工学的安全施設作動
信号が発信したときをいうものとする。 

３ 協定書第７条第３号の「漏洩したとき」とは、次に掲げるときをいうものとする。 
(1) 排出施設以外から管理区域外に排出されたとき。 
(2) 管理区域外で漏洩したとき。 
(3) 排出施設から予期しない排出があったとき。 
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(4) 管理区域内における漏洩であって、人の退避、立入制限または保守運営上の特別の措 
置等を講じたとき。 

(5) 環境に関連する放射線測定装置が設定値を超えたとき、または超えるおそれがあると
き。 

(6) 周辺監視区域外の空気中または水中の放射性物質の濃度が法令で定める濃度限度を超
えたとき、または超えるおそれがあるとき。 

４ 協定書第７条第４号の「もんじゅに故障が発生したとき」とは、次に掲げるときとす
る。 

(1) 第３項第５号の放射線測定装置が機能を停止したとき、または停止するおそれがある 
とき。 

(2) 原子炉計装または安全保護系のプロセス計装に関連する測定装置が設定値を超えたと
き。 

(3) 定期検査その他の計画停止作業において、法令の規定に基づく技術基準に適合しない
欠陥があるとき、または欠陥があるおそれがあるとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、もんじゅの保守運営に支障を及ぼす故障が発生したと
き。 

５ 協定書第７条第６号の「火災が発生したとき」とは、原子炉施設またはこれに関連す
る施設で火災が発生したときをいうものとする。 

６ 協定書第７条第７号の「事故」には、放射性汚染が車両または船舶内にとどまる事故
および交通事故等を含むものとする。 

７ 協定書第７条第９号の「特別の措置を行ったとき」とは、放射線業務従事者等が放射
線障害を受けたおそれがあると医師が診断したときとする。 

８ 協定書第７条第 10 号の「原子炉施設等において人に障害が発生したとき」とは、原子
炉設置または放射性同位元素の使用に係る許可申請書（添付書類を含む。）に記載する施
設（ただし事務建屋を除く。）内で、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第
97 条第１項に基づき報告する障害が発生したときとする。ただし、病気による場合およ
び管理区域外で電気工作物の損傷または点検作業等に起因しない場合は除くものとす
る。 

 
（立入調査） 

第６条 協定書第８条第１項の規定による立入調査（以下「立入調査」という。）の実施は、
福井県（以下「県」という。）と敦賀市（以下「市」という。）が協議して、決定する
ものとする。ただし、市は、協定書第１条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと
判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする。 

２ 立入調査は、地方公共団体の一般職の職員ならびに地方公務員法（昭和 25 年法律第
261 号）第３条第３項第１号および第３号に規定する職にある者で、甲が指定したものが
行うものとする。また、特に必要があると認めるときは、甲の職員のほか、甲が認めた
学識経験者も立入調査ができるものとする。 

３ 甲は、立入調査を行うときは、あらかじめ乙に対し、立入調査する者の氏名ならびに
立入りの日時および場所を通告するものとする。 

４ 第１項ただし書きの規定による立入調査を行ったときは、市は、その終了後、県に対
し、結果の連絡および必要な協議を行うものとする。 

 
（立入調査の同行） 

第７条 協定書第９条第１項の「甲が認めた地域住民の代表者」とは、もんじゅ立地地域周 
辺の住居地域の住民の代表者とし、県と市が協議し、決定した者とする。 

２ 立入調査に同行する者の数は、数名程度とし、必要の都度その数を、県と市が協議し
て決定するものとする。 

 
（適切な措置） 

第８条 協定書第 10 条第１項第２号の「事故または有事」とは、原子力災害対策特別措置法 
（平成 11 年法律第 156 号）第２条に規定する原子力緊急事態に至るおそれがある場
合、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第
112 号）第２条に規定する国民の保護のための措置が実施された場合などをいうものと
する。 

 
（連絡の発受信者） 

第９条 甲および乙は、円滑かつ確実な連絡を期するため、協定書第 15 条の発受信責任者の 
ほか、その代行者を定めるものとする。 

 
 
 



第 10 章 協定集 

287 
 

（協議） 
第 10 条 この覚書に定める事項について、新たに必要な事項が生じたとき、変更する事由が 

生じたとき、または解釈に疑義が生じたときは、甲および乙が協議の上、定めるもの
とする。 

 
この覚書交換の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 

 
 
平成 7 年 ５月 29 日 
平成 17 年 ５月 16 日 改定 
平成 29 年 12 月 ５日 改定 
 
【締結者】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

発電所   甲   乙 
高速増殖原型炉 
もんじゅ 

福井県・敦賀市 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 
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高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置等に関する協定書 
 
福井県および敦賀市（以下「甲」という。）と国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以

下「乙」という。）は、政府の「もんじゅの廃止措置に関する基本方針」およびこれに基づく乙
の「もんじゅの廃止措置に関する基本的な計画」に基づき、政府の積極的な支援を得て、乙が
実施する高速増殖原型炉もんじゅの原子炉施設に係る廃止措置に関し、当該廃止措置等に係る
特有の課題に適切に対処し、当該原子炉施設の廃止措置等に係る安全対策、環境保全対策およ
び地域振興対策を継続的に実施するため、次のとおり協定する。 

 
（廃止措置等における乙の責務） 

第１条 乙は、廃止措置の計画の実施に当たっては、期限を付した工程を明らかにし、安全 
かつ速やかな実施およびこれに伴う環境の保全に万全を期さなければならない。 

２ 乙は、廃止措置の実施に当たり、立地地域に大きな影響が生じることのないよう、立
地地域の振興と発展に最大限努めなければならない。 

 
（廃止措置等に係る報告等） 

第２条 乙は、前条の廃止措置等の実施状況について、定期にまたは甲の求めに応じて、遅 
滞なく甲に報告するものとする。 

２ 乙は、前項の報告に当たり、特に使用済および未使用の燃料ならびに冷却材であるナ
トリウムについては、この協定の締結の日から一年後に提示することになる処理処分の
方策や技術的課題を報告する。また、乙は、取出しから県外搬出についてその後の詳細
な工程を定め、当該工程の進捗状況を甲に報告するものとする。 

３ 甲は、乙からの前二項の報告および政府と甲による「もんじゅの廃止措置に係る連絡
協議の場」における政府の説明に関し、必要があると認めるときは、乙に対し適切な対
応を求めることができる。この場合において、乙は、政府に報告をし指導を受け、誠意
をもって必要な廃止措置等に関する対応を行わなければならない。 

４ 乙は、廃止措置等の工程に影響を与えるおそれのある事象が生じたときは、遅滞なく
甲に報告するものとする。 

 
（廃止措置に伴う安全対策） 

第３条 乙は、廃止措置に伴い発生する解体廃棄物、粉塵、廃液等の放射性廃棄物につい 
て、発生量の低減を図るとともに、汚染の除去、拡散または漏えいの防止等の安全対
策を適切に講じなければならない。 

２ 乙は、放射性廃棄物の放射能汚染の程度に応じ、区分保管、減容等を実施するととも
に、計画的な搬出を行う等適切に処理しなければならない。 

３ 乙は、使用済および未使用の燃料ならびに冷却材であるナトリウムについては、前条
第二項に定める工程に基づき、安全かつ速やかに県外に搬出するものとする。 

４ 乙は、前三項に定める措置を着実に実施するため、安全管理体制の充実強化に努めな
ければならない。 

 
（廃止措置に伴う環境保全対策） 

第４条 乙は、廃止措置に起因する大気または土壌の汚染、水質の汚濁等の公害の防止に関 
し、適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物以外の廃棄物については、可能な限り再
利用を進めるとともに、再利用が困難な場合は、産業廃棄物として適正に処分しなけれ
ばならない。 

 
（地域振興対策） 

第５条 乙は、国、内外の大学および研究機関ならびに地元企業等と連携し、原子力・エネ 
ルギーに関する国際的な研究開発および人材育成に努め、「エネルギー研究開発拠点化
計画」を積極的に推進しなければならない。 

２ 乙は、廃止措置に係る工事その他の具体的な作業内容、実施時期等に関する計画を作
成、公表し、地元企業の発展および地元雇用の促進に努めるものとする。 

 
（住民への理解活動） 

第６条 乙は、廃止措置計画の内容および廃止措置の実施状況、安全対策、環境保全対策、 
地域振興対策について、地域住民の理解を深めるため継続的な広報活動に努めなけれ
ばならない。 

 
（協定書の改定） 

第７条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれか 
らでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙
は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 
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２ 甲および乙は、政府から「もんじゅの廃止措置に関する基本方針」に基づき、この協
定の締結の日からおおむね五年後に示すこととなる使用済および未使用の燃料ならびに
冷却材であるナトリウムの県外搬出の計画が提示されたときは、この協定書の改定につ
いて協議するものとする。 

 
（疑義または定めのない事項） 

第８条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのな 
い事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 

 
この協定書締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 
 
 
平成 29 年 12 月５日 
 
 
【締結者】 

発電所  甲  乙 
高速増殖原型炉 
もんじゅ 

福井県・敦賀市 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 
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（３）高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置作業に伴う周辺環境の安全確保等に関する協定書 
 
美浜町（以下「甲」という。）と国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「乙」とい

う。）は、乙の高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）の廃止措置における解体
工事、解体準備工事、資材および廃棄物等の輸送等（以下「廃止措置作業」という。）に伴う周
辺環境の安全確保等について、福井県および敦賀市立会のもとに次のとおり協定する。 

 
（関係諸法令等の遵守等） 

第１条 乙は、廃止措置作業に当たっては関係諸法令等を遵守し、廃止措置作業に伴う災害 
の発生を防止するとともに、地域住民の安全を確保するため、万全の措置を講じなけ
ればならない。 

２ 乙は、廃止措置作業が自然公園区域内において行われることにかんがみ、自然環境の
保護を図るとともに、廃止措置作業に伴う水質汚濁、騒音、振動その他の公害防止対策
および産業廃棄物処理について、関係諸法令等を遵守し、周辺環境の保全を図らなけれ
ばならない。 

３ 乙は、資材および廃棄物等の輸送に当たっては、交通安全対策および交通渋滞を防止
するため、万全の措置を講じなければならない。 

 
（地域振興） 

第２条 乙は、廃止措置作業に当たっては、地元物資の調達、地元企業の活用および地元か 
らの雇用のほか、乙が行う業務等を通じ、積極的に地域の振興に努めるものとする。 

 
（廃止措置作業等に係る連絡） 

第３条 乙は、甲に対し、廃止措置作業等の計画およびその変更ならびに進捗状況につい 
て、定期的にまたはその都度遅滞なく連絡しなければならない。 

 
（苦情の処理および損害の補償） 

第４条 乙は、廃止措置作業に伴う地域住民からの苦情について、責任をもって対応し、迅 
速かつ適切にその解決を図らなければならない。 

２ 乙は、廃止措置作業に起因して地域住民に損害を与えた場合は、誠意をもって補償し
なければならない。 

３ 乙は、第 1 項および前項の場合において、苦情および損害が廃止措置作業の請負事業
者の行為によるときは、誠意をもって迅速かつ適正に解決するよう必要な措置を講じな
ければならない。 

 
（住民への広報） 

第５条 乙は、廃止措置作業に関して住民の理解を得るために必要な広報活動を、積極的に 
行わなければならない。 

 
（協定書の改定） 

第６条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれか 
らもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙
は、福井県および敦賀市の立会のもとに、誠意をもって協議するものとする。 

 
（疑義または定めのない事項） 

第７条 この協定に定めた事項について、疑義を生じたときまたは定めのない事項について 
は、福井県および敦賀市の立会のもとに、甲および乙が協議の上、定めるものとす
る。 

 
この協定締結の証として、本書４通を作成し、記名押印の上、それぞれ各 1 通を保有する。 
 
 
平成 30 年４月 13 日 

 
 

【締結者】 

 
 
 

 
 

 

発電所  甲  乙 立会人 
高速増殖原型炉
もんじゅ 

敦賀市 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

福井県、敦賀市 
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（４）新型転換炉原型炉ふげん原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書 
 
福井県および敦賀市（以下「甲」という。）と国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以

下「乙」という。）とは、乙の新型転換炉原型炉ふげん（以下「ふげん」という。）の設置、保
守運営および廃止措置に伴う周辺環境およびふげん従事者の安全確保等について、次のとおり
協定する。 

 
（「甲」の解釈と運用） 

第１条 甲である福井県および敦賀市は、協議の上、一体となって本協定の運用にあたるも
のとする。 

 
（関係諸法令等の遵守等） 

第２条 乙は、ふげんの建設、保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境およびふげ 
ん従事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければならない。 

２ 乙は、関係諸法令等を遵守するとともに、この協定を誠実に履行しなければならな
い。 

３ 乙は、第１項の規定の実施に当たっては、次に掲げる事項に積極的に取り組まなけれ
ばならない。 

(1) 安全管理体制の強化および品質保証活動（作業管理等を含む。）の展開 
(2) 新技術の開発および導入ならびに施設の改善 
(3) 教育訓練の充実 
(4) 高経年化対策の充実および強化 
(5) 請負事業者およびメーカその他の関連事業者との技術情報の共有 
(6) ふげん従事者の労働安全対策、放射線業務従事者の被ばく低減および放射性廃棄物の 

放出低減 
(7) 原子力防災対策、核物質防護対策および有事対策の充実 
(8) 環境保全対策 

 
（新増設計画等に対する事前了解） 

第３条 乙は、ふげんの新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画 
について、事前に甲の了解を得なければならない。 

２ 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲の了解を得なければな 
らない。 

 
（廃止措置計画の事前連絡） 

第３条の２ 乙は、ふげんの廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置に 
関する計画について、事前に連絡しなければならない。 

 
（請負事業者の指導監督等） 

第４条 乙は、請負事業者が行う教育訓練、放射線管理、品質保証活動、作業管理等につい 
て、請負事業者に対する指導および監督の徹底を図るとともに、請負事業者との的確
な協力体制の構築を図らなければならない。 

 
（輸送計画の事前連絡） 

第５条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等の輸送計画について、事前 
に連絡しなければならない。 

 
（平常時における連絡） 

第６条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連 
絡しなければならない。 

(1) ふげん建設工事の進捗状況 
(2) ふげんの保守運営（試験運転を含む。）の状況 
(3) 環境放射能測定調査の状況 
(4) 冷却排水調査の状況 
(5) ふげんの廃止措置の状況 

 
（異常時における連絡） 

第７条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しな 
ければならない。 

(1) 非常事態が発生したとき。 
(2) 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。 
(3) 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩した 

とき。 
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(4) 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動し 
たとき。 

(5) ふげんに故障が発生したとき。 
(6) ふげん敷地内において火災が発生したとき。 
(7) 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 
(8) 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたと 

き。 
(9) 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 
(10) 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
(11) 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
(12) ふげんの周辺環境に異常が発生したとき。 
(13) その他国に報告する事項 
 

（立入調査等） 
第８条 甲は、ふげんの周辺環境またはふげん従事者の安全を確保するため必要があると認 

めるときは、乙に対してふげんの保守運営および廃止措置に関し報告を求め、または
ふげんに立入調査することができる。 

２ 乙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。 
３ 第１項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規程

に従うものとする。 
 

（立入調査の同行） 
第９条 甲は、前条第１項の立入調査を行う場合において、ふげんの保守運営および廃止措 

置に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または
著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、甲が認めた地域住民の代表者を同行するこ
とができるものとする。 

２ 前条第３項の規定は、前項に規定する者について準用する。 
 

（適切な措置） 
第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、国を通じ、または直接乙に対し、原 

子炉の運転停止を含む原子炉施設等の使用制限、施設および運用方法の改善その他適
切な措置を講ずることを求めることができる。 

(1) 第８条第１項の規定による立入調査の結果、周辺環境またはふげん従事者の安全を確 
保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

(2) 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を
緊急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

(3) 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、ふげんの周辺環境またはふげん従
事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要
があると認められるとき。 

２ 乙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって
速やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなけれ
ばならない。 

 
（運転再開の協議） 

第 11 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、原子炉の運転の再開について、事前 
に甲と協議しなければならない。 

(1) 第 10 条第１項の規定により、甲の求めに応じて原子炉の運転を停止したとき。 
(2) 原子炉の運転を停止した事故において、国が事故調査のため特別に委員会等を設置し 

たとき。 
 

（損害の補償） 
第 12 条 乙は、ふげんの保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合 

は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠
意をもって補償しなければならない。 

 
（原子力防災対策） 

第 13 条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるた 
め、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 
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（公衆への広報） 
第 14 条 乙は、公衆に対して、ふげんに関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場 

合は、甲に対して連絡しなければならない。 
 

（連絡の方法） 
第 15 条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 
(1) 第３条、第３条の２、第５条および第６条に掲げる事項については、文書をもって連絡 

するものとする。ただし、第６条第３号に掲げる事項については、「福井県環境放射能
測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。 

(2) 第７条および前条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するも
のとする。 

(3) その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。 
 

（連絡の発受信者） 
第 16 条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。 
 

（協定書の改定） 
第 17 条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれか 

らでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙
は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

 
（覚書） 

第 18 条 この協定の施行に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に覚書で定め 
るものとする。 

 
（疑義または定めのない事項） 

第 19 条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのな 
い事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 

 
この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 
 
昭和 46 年 8 月 3 日 
昭和 47 年 1 月 24 日 改定 
昭和 51 年 6 月 7 日 改定 
昭和 56 年 7 月 30 日 改定 
平成 4 年 5 月 28 日 改定 
平成 17 年 5 月 16 日 改定 
平成 18 年 10 月 31 日 改定 
 
【締結者】 
 
 
 
 
 

  

発電所  甲  乙 
新型転換炉原型炉
ふげん 

福井県・敦賀市 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 



第 10 章 協定集 

294 
 

原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書の運用に関する覚書 
 
福井県および敦賀市（以下「甲」という。）と国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以

下「乙」という。）とが、平成 18 年 10 月 31 日に締結した、原子力発電所周辺環境の安全確保
等に関する協定書（以下「協定書」という。）の運用に関し、協定書第 18 条に基づき、次のと
おり覚書を交換する。 

 
（関係諸法令等の遵守等） 

第１条 協定書第２条第２項に定める「関係諸法令等」には、法令で定める基本規定および 
原子力安全委員会決定の指針類を含むものとする。 

２ 乙は、協定書第２条第３項の規定の実施に当たっては、電気技術規程「原子力発電所
における安全のための品質保証規程」にのっとって品質保証活動を推進するとともに、
学協会等が定める規格等の導入に積極的に取り組むものとする。 

 
（新増設計画等に対する事前了解） 

第２条 協定書第３条第２項に定める「原子炉施設」とは、原子炉設置許可申請書（添付書 
類を含む。）に記載する施設とする。 

 
（輸送計画の事前連絡） 

第３条 協定書第５条に定める「輸送」とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における 
運搬に関する規則（昭和 53 年総理府令第 57 号）第３条または第 13 条の規定による輸
送および中性子源の輸送をいうものとする。 

 
（平常時における連絡） 

第４条 協定書第６条第１号の「ふげん建設工事」とは、準備工事を含む工事の着手から使 
用前検査の終了までをいうものとする。 

２ 協定書第６条第２号の「試験運転」とは、燃料装荷から使用前検査の終了までをいう
ものとする。 

３ 協定書第６条第１号、第２号、第４号および第５号の規定による連絡は、次の各号に
定めるとおりとする。 

(1) 毎月連絡するもの 
①建設工事進捗状況 
②保守運営状況 
③廃止措置作業状況 

(2) 四半期ごとに連絡するもの 
①放射線業務従事者の被ばく管理状況 
②放射性廃棄物の放出および保管状況 
③冷却排水調査状況 

(3) 毎年度当初に連絡するもの 
①建設工事計画 
②保守運営計画 
③教育訓練計画 
④廃止措置作業計画 

(4) その都度連絡するもの 
①ふげんの施設設置計画の変更 
②ふげんの計画的運転停止 
③定期検査その他の計画停止作業の結果 
④原子炉施設の安全確保に関する基本規定等の変更 
⑤廃止措置中の作業の計画および結果ならびに国へ報告する事項 
⑥ふげん敷地利用計画の変更 
⑦原子炉施設の定期的な評価の結果 
⑧ふげんの安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項 

 
（異常時における連絡） 

第５条 協定書第７条第１号の「非常事態」とは、周辺環境へ深刻な影響を及ぼすおそれが 
ある事故が発生し、または発生するおそれがある場合であって、原子力事業者防災業
務計画に基づき防災体制の配備が必要な事態をいうものとする。 

２ 協定書第７条第２号の「工学的安全施設が動作したとき」とは、工学的安全施設作動
信号が発信したときをいうものとする。 

３ 協定書第７条第３号の「漏洩したとき」とは、次に掲げるときをいうものとする。 
(1) 排出施設以外から管理区域外に排出されたとき。 
(2) 管理区域外で漏洩したとき。 



第 10 章 協定集 

295 
 

(3) 排出施設から予期しない排出があったとき。 
(4) 管理区域内における漏洩であって、人の退避、立入制限または運転上の特別の措置等 

を講じたとき。 
(5) 環境に関連する放射線測定装置が設定値を超えたとき、または超えるおそれがあると

き。 
(6) 周辺監視区域外の空気中または水中の放射性物質の濃度が法令で定める濃度限度を超

えたとき、または超えるおそれがあるとき。 
４ 協定書第７条第４号の「計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき」とは、他の原

子炉の事故等に起因して機器の点検のため停止したとき以外のときとする。 
５ 協定書第７条第４号の「不測の事態により出力が変動したとき」とは、機器の点検、

給電指令等により出力が変動したとき以外のときとする。 
６ 協定書第７条第５号の「ふげんに故障が発生したとき」とは、次に掲げるときとする。 
(1) 第３項第５号の放射線測定装置が機能を停止したとき、または停止するおそれがある 

とき。 
(2) 原子炉計装または安全保護系のプロセス計装に関連する測定装置が設定値を超えたと

き。 
(3) 定期検査その他の計画停止作業において、法令の規定に基づく技術基準に適合しない

欠陥があるとき、または欠陥があるおそれがあるとき。 
(4) 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足していないとき。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、ふげんの保守運営に支障を及ぼす故障が発生したとき。 
７ 協定書第７条第６号の「火災が発生したとき」とは、原子炉施設またはこれに関連す 
る施設で火災が発生したときをいうものとする。 

８ 協定書第７条第７号の「事故」には、放射性汚染が車両または船舶内にとどまる事故
および交通事故等を含むものとする。 

９ 協定書第７条第９号の「特別の措置を行ったとき」とは、放射線業務従事者等が放射
線障害を受けたおそれがあると医師が診断したときとする。 

10 協定書第７条第 10 号の「原子炉施設等において人に障害が発生したとき」とは、原子
炉設置または放射性同位元素の使用に係る許可申請書（添付書類を含む。）に記載する施
設（ただし事務建屋を除く。）内で、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第
97 条第１項に基づき報告する障害が発生したときとする。ただし、病気による場合およ
び管理区域外で電気工作物の損傷または点検作業等に起因しない場合は除くものとす
る。 

 
（立入調査） 

第６条 協定書第８条第１項の規定による立入調査（以下「立入調査」という。）の実施は、 
福井県（以下「県」という。）と敦賀市（以下「市」という。）が協議して、決定する
ものとする。ただし、市は、協定書第１条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと
判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする。 

２ 立入調査は、地方公共団体の一般職の職員ならびに地方公務員法（昭和 25 年法律第
261 号）第３条第３項第１号および第３号に規定する職にある者で、甲が指定したものが
行うものとする。また、特に必要があると認めるときは、甲の職員のほか、甲が認めた
学識経験者も立入調査ができるものとする。 

３ 甲は、立入調査を行うときは、あらかじめ乙に対し、立入調査する者の氏名ならびに
立入りの日時および場所を通告するものとする。 

４ 第１項ただし書きの規定による立入調査を行ったときは、市は、その終了後、県に対
し、結果の連絡および必要な協議を行うものとする。 

 
（立入調査の同行） 

第７条 協定書第９条第１項の「甲が認めた地域住民の代表者」とは、ふげん立地地域周辺 
の住居地域の住民の代表者とし、県と市が協議し、決定した者とする。 

２ 立入調査に同行する者の数は、数名程度とし、必要の都度その数を、県と市が協議し
て決定するものとする。 

 
（適切な措置） 

第８条 協定書第 10 条第１項第２号の「事故または有事」とは、原子力災害対策特別措置法 
（平成 11 年法律第 156 号）第２条に規定する原子力緊急事態に至るおそれがある場
合、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第
112 号）第２条に規定する国民の保護のための措置が実施された場合などをいうものと
する。 

 
 



第 10 章 協定集 

296 
 

（連絡の発受信者） 
第９条 甲および乙は、円滑かつ確実な連絡を期するため、協定書第 16 条の発受信責任者の 

ほか、その代行者を定めるものとする。 
 
（協議） 

第 10 条 この覚書に定める事項について、新たに必要な事項が生じたとき、変更する事由が 
生じたとき、または解釈に疑義が生じたときは、甲および乙が協議の上、定めるもの
とする。 

 
この覚書交換の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 
 
 
昭和 51 年 6 月 7 日 
昭和 56 年 7 月 30 日 改定 
平成 4 年 5 月 28 日 改定 
平成 17 年 5 月 16 日 改定 
平成 18 年 10 月 31 日 改定 
 
 
【締結者】 

発電所   甲   乙 
新型転換炉原型炉
ふげん 

福井県・敦賀市 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 
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原子力発電所の廃止措置等に関する協定書 
 
福井県および敦賀市（以下「甲」という。）と国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以

下「乙」という。）は、乙の新型転換炉原型炉ふげんにおける原子炉施設の廃止措置について、
当該廃止措置に係る特有の課題に適切に対処するとともに、当該原子炉施設の運転および廃止
措置に係る一連の安全対策、環境保全対策および地域振興対策を継続的に実施するため、次の
とおり協定する。 

 
（廃止措置における乙の責務） 

第１条 乙は、廃止措置については、その工程を明らかにし、安全かつ速やかに実行するこ 
と、およびこれに伴う環境の保全に万全を期さなければならない。 

２ 乙は、廃止措置の実施に当たっては、立地地域に与える影響に鑑み、立地地域の振興
と発展に最大限努めなければならない。 

 
（廃止措置等に係る報告等） 

第２条 乙は、廃止措置等の状況について、定期的にまたは甲の求めに応じて、遅滞なく甲 
に報告するものとする。 

２ 甲は、前項の報告に関し、前条各項に定める責務に鑑み必要があると認めるときは、乙
に対し、適切な対応を求めることができる。 

３ 乙は、前項の求めに関し、誠意をもって速やかな対応に努めなければならない。 
４ 乙は、甲に対し、廃止措置計画の工程に影響を与えるおそれのある事象が生じたとき

は、遅滞なく報告するものとする。 
 

（廃止措置に伴う安全対策） 
第３条 乙は、廃止措置に伴い発生する解体廃棄物、粉塵、廃液等の放射性廃棄物につい 

て、発生量の低減を図るとともに、汚染の除去、拡散または漏えいの防止等の安全対
策を適切に講じなければならない。 

２ 乙は、放射性廃棄物の放射能汚染の程度に応じ、区分保管、減容等を実施するととも
に、計画的な搬出を行う等適切に処理しなければならない。 

３ 乙は、前二項に定める措置を着実に実施するため、安全管理体制の充実強化に努めな
ければならない。 

 
（廃止措置に伴う環境保全対策） 

第４条 乙は、廃止措置に起因する大気または土壌の汚染、水質の汚濁等の公害の防止に関 
し、適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物以外の廃棄物については、可能な限り再
利用を進めるとともに、再利用が困難な場合は、産業廃棄物として適正に処分しなけれ
ばならない。 

 
（地域振興対策） 

第５条 乙は、地元企業、大学、研究機関等と連携し、廃止措置に関する研究開発および人 
材育成に努めるものとする。 

２ 乙は、廃止措置の工事に関する具体的な内容、実施時期等に関する計画を作成し、公
表することにより、地元企業の発展および地元雇用の促進に努めるものとする。 

 
（住民への理解活動） 

第６条 乙は、廃止措置計画の内容および廃止措置の実施状況、安全対策、環境保全対策等 
について、地域住民の理解を深めるため継続的な広報活動に努めなければならない。 

 
（協定書の改定） 

第７条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれか 
らでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙
は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

 
（疑義または定めのない事項） 

第８条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのな 
い事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 

 
この協定書締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 
 
平成 28 年２月 10 日 
 
 

 
【締結者】 

発電所 甲 乙 
新型転換炉原型炉
ふげん 

福井県・敦賀市 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 
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（５）大飯発電所に係る小浜市域の安全確保等に関する協定書 
 
小浜市（以下｢甲｣という。）と関西電力株式会社（以下｢乙｣という。）とは、乙の大飯発電

所（以下｢発電所｣という。）の建設、保守運営および廃止措置に伴う小浜市域および発電所従
事者の安全確保等に必要な項目について、福井県およびおおい町立会のもとに次のとおり協定
する。 

 
（基本原則） 

第１条 この協定書は、福井県、おおい町および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全
確保等に関する協定書」（以下「立地協定書」という。）の規定の範囲内で定め、「立地
協定書」第１条の趣旨を踏まえ運用するものとする。 

 ２ この協定書に定めのない「立入調査の同行」の条項については、「立地協定書｣の運用
によるものとする。 

 
(安全確保等) 
第２条 乙は、発電所の建設、保守運営および廃止措置に当たっては、小浜市域および発電 

所従事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければならない。 
 

（事前説明、計画の報告） 
第３条 乙は、発電所を増設しようとするときは、その計画について、事前に甲に説明しな 

ければならない。 
 ２ 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、計画の報告を行う。 
 ３ 第１項、第２項について、甲は、安全対策に関する意見があるときは、乙に対して意

見を述べることができる。 
 

（廃止措置計画の事前説明） 
第３条の２ 乙は、原子炉施設の廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措 

置に関する計画について、事前に説明しなければならない。 
 

（事前連絡） 
第４条 乙は、新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を甲の区域を通過して輸送するとき 

は、その輸送計画について、事前に甲に連絡しなければならない。 
 

（平常時における連絡） 
第５条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連 

絡しなければならない。 
(1) 発電所建設工事の進捗状況 
(2) 発電所の保守運営（試運転を含む。）の状況 
(3) 環境放射能測定調査の状況 
(4) 冷却排水調査の状況 
(5) 原子炉施設の廃止措置の状況 

 
（異常時における連絡） 

第６条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しな 
ければならない。 

(1) 非常事態が発生したとき。 
(2) 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。 
(3) 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいし 

たとき。 
(4) 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動した

とき。 
(5) 発電所に故障が発生したとき。 
(6) 発電所敷地内において火災が発生したとき。 
(7) 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 
(8) 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたと

き。 
(9)  前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 
(10) 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
(11) 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
(12) 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 
 

（現地確認） 
第７条 甲は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、乙に対し報告 

を求め、または甲の職員に発電所の現地確認をさせることができる。 



第 10 章 協定集 

299 
 

 ２ 乙は前項の現地確認に協力しなければならない。 
 ３ 第１項の規定により現地確認をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規定

に従うものとする。 
 ４ 甲は乙に、第１項に定める現地確認において意見を述べることができる。 
 

（損害の補償） 
第８条 乙は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合 

は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠
意をもって補償しなければならない。 

 
（原子力防災対策） 

第９条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるた 
め、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

 ２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 
 

（公衆への広報） 
第10条 甲および乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表 

を行う場合は、福井県およびおおい町と事前に協議するものとする。 
 ２ 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合

は、甲に対して連絡しなければならない。 
 

（連絡の方法） 
第11条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 
(1) 第４条および第５条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。た 

だし、第５条第３号に掲げる事項については、「福井県環境放射能測定技術会議」が作
成した調査報告をもって、これにかえるものとする。 

(2) 第６条に掲げる事項については、速やかに口頭または電話（ファクシミリを含む。）
で連絡後、文書をもって連絡するものとする。 

 
（連絡の発受信者） 

第12条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に処理できるようあらかじめ初受信責任者のほ 
か、それぞれの代行者を定めるものとする。 

 
（その他） 

第 13 条  この協定書に定める各事項について、疑義を生じたときまたは改定すべき事由が生 
じたときは、福井県およびおおい町の立会いのもとに、甲乙協議するものとする。 

 
この協定締結の証として、本書４通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ各１通を保有する。  
 
  
昭和54年 4月28日 
 昭和59年12月15日 改定 
 平成 3年 8月28日 改定 
 平成19年 3月30日 改定 
 平成24年12月25日 改定 
 平成31年 2月12日 改定 
 
 
【締結者】 

発電所  甲  乙 立会人 
大飯発電所 小浜市 関西電力㈱ 福井県・おおい町 
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（６）隣接町対象の協定書 
 
    発電所に係る   市町域の安全確保等に関する協定書 
 
    町（隣接町）（以下「甲」という。）と   （以下「乙」という。：施設設置

者）とは、乙の   発電所（以下「発電所」という。）の建設、保守運営および廃止措置[も
んじゅ：保守運営および廃止措置]に伴う   市（町）域および発電所従事者の安全確保等に
必要な項目について、福井県および   市（町：立地市町）立会のもとに次のとおり協定す
る。 

 
（基本原則） 

第１条 この協定書は、福井県、   市（町：立地市町）および乙との間の「原子力発電 
所周辺環境の安全確保等に関する協定書」[もんじゅ：高速増殖原型炉もんじゅ周辺環
境の安全確保等に関する協定書]（以下、「立地協定書」という。）の規定の範囲内で
定め、「立地協定書」第１条の趣旨を踏まえ運用するものとする。 

 ２ この協定書に定めのない「立入調査の同行」の条項については、「立地協定書」の運
用によるものとする。 

 
(安全確保等) 
第２条 乙は、発電所の建設、保守運営および廃止措置[もんじゅ：保守運営および廃止措 

置]に当たっては、   市（町）域および発電所従事者の安全確保のため、万全の措
置を講じなければならない。 

 
（事前説明、計画の報告） 

第３条 乙は、発電所を増設しようとするときは、その計画について、事前に甲に説明しな 
ければならない。 

 ２ 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、計画の報告を行う。 
 ３ 第１項、第２項について、甲は、安全対策に関する意見があるときは、乙に対して意

見を述べることができる。 
 

[もんじゅ：（計画の報告） 
第３条 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、計画の報告を行う。 
２ 前項について、甲は、安全対策に関する意見があるときは、乙に対して意見を述べる 
ことができる。] 

 
（廃止措置計画の事前説明） 

第３条の２ 乙は、発電所の廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置に 
関する計画について、事前に説明しなければならない。 

 
（事前連絡） 

第４条 乙は、新燃料、使用済み燃料および放射性廃棄物を甲の区域を通過して輸送すると 
きは、その輸送計画について、事前に甲に連絡しなければならない。 

 
（平常時における連絡） 

第５条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連 
絡しなければならない。 

(1) 発電所建設工事の進捗状況[もんじゅ：当該条項を除き、(2)～(5)を繰り上げる。] 
(2) 発電所の保守運営（試運転を含む。）の状況 
(3) 環境放射能測定調査の状況 
(4) 冷却排水調査の状況 
(5) 原子炉施設の廃止措置の状況 

 
（異常時における連絡） 

第６条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しな 
ければならない。 

(1) 非常事態が発生したとき。 
(2) 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。 

［もんじゅ：工学的安全施設が動作したとき。］ 
(3) 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいし 

たとき。 
(4) 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動し

たとき。［もんじゅ：もんじゅに故障が発生したとき。］ 
(5) 発電所に故障が発生したとき。 

［もんじゅ：ナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏えいしたとき。］ 
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(6) 発電所敷地内において火災が発生したとき。 
(7) 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 

［もんじゅ：放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。］ 
(8) 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたと 

き。 
(9) 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 
(10) 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
(11) 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
(12) 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 
 

（現地確認） 
第７条 甲は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、乙に対し報告 

を求め、または甲の職員に発電所の現地確認をさせることができる。 
２ 乙は前項の現地確認に協力しなければならない。 
３ 第１項の規定により現地確認をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規定

に従うものとする。 
４ 甲は乙に、第１項に定める現地確認において意見を述べることができる。 

 
（損害の補償） 

第８条 乙は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合 
は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠
意をもって補償しなければならない。 

 
（原子力防災対策） 

第９条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるた 
め、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 
 

（公衆への広報） 
第 10 条 甲および乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表 

を行う場合は、甲に対して連絡しなければならない。［もんじゅ、ふげん：甲および
乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合
は、福井県および敦賀市と事前に協議するものとする。］ 

  ２ 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合
は、甲に対して連絡しなければならない。 

 
（連絡の方法） 

第 11 条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 
(1)  第４条および第５条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。た 

だし、第５条第３号［もんじゅ、ふげん：第５条第２号］に掲げる事項については、
「福井県環境放射の測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるもの
とする。 

(2) 第６条に掲げる事項については、速やかに口頭または電話（ファクシミリを含む。）
で連絡後、文書をもって連絡するものとする。 

 
（連絡の発受信者） 

第 12 条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に処理できるようあらかじめ初受信責任者のほ 
か、それぞれの代行者を定めるものとする。 

 
（その他） 

第 13 条 この協定書に定める各事項について、疑義を生じたときまたは改定すべき事由が生 
じたときは、福井県および   市（町：立地市町）の立会のもとに、甲乙協議する
ものとする。 

 
この協定締結の証として、本書４通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ各１通を保有する。 
 
 
平成 3年 8月 28日  
平成 5年12月 27日 改定［もんじゅ］ 
平成19年 3月 30日 改定 
平成24年12月 25日 改定 
平成29年 2月 10日 改定［敦賀、美浜］ 
平成30年 3月 16日 改定［もんじゅ］ 
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【締結者】 

発電所 甲 乙 立会人 
敦賀発電所 南越前町 日本原子力発電㈱ 福井県・敦賀市 
新型転換炉原型炉
ふげん 

南越前町 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

福井県・敦賀市 

高速増殖原型炉 
もんじゅ 

南越前町 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

福井県・敦賀市 

美浜発電所 若狭町 関西電力㈱ 福井県・美浜町 
 

 
・[もんじゅ：  ]は「高速増殖原型炉もんじゅに係る南越前町域の安全確保等に関する協定書」での表現。 

・[ふげん：  ]は「原子炉廃止措置研究開発センターに係る南越前町域の安全確保等に関する協定書」での表現。 

・もんじゅに関しては、「発電所」「原子炉施設」は「もんじゅ」に読み替える。 

・ふげんに関しては、「発電所」「原子炉施設」は「ふげん」に読み替える。 
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（７）隣々接市町対象の協定書 
 
    発電所に係る   市（町）域の安全確保に関する通報連絡等協定書 
 
    市（町:隣々接市町）（以下｢甲｣という。）と   （以下｢乙｣という。：施設設置

者）とは、乙の   発電所（以下｢発電所｣という。）の建設、保守運営および廃止措置[もん
じゅ：保守運営および廃止措置]に伴う   市（町）域および発電所従事者の安全確保に必要
な通報連絡等の項目について、福井県立会のもとに次のとおり協定する。 

 
（基本原則） 

第１条 この協定書は、福井県、   市（町：立地市町）および乙との間の「原子力発電 
所周辺環境の安全確保等に関する協定書」[もんじゅ：高速増殖原型炉もんじゅ周辺環
境の安全確保等に関する協定書]（以下「立地協定書」という。）の規定の範囲内で定
め、「立地協定書」第１条の趣旨を踏まえ運用するものとする。 

 ２ この協定書に定めのない「立入調査の同行」の条項については、「立地協定書」の運用
によるものとする。 

 
（安全確保等） 

第２条 乙は、発電所の建設、保守運営および廃止措置[もんじゅ：保守運営および廃止措 
置]に当たっては、   市（町）域および発電所従事者の安全確保等のため、万全の
措置を講じなければならない。 

 
（平常時における連絡） 

第３条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連 
絡しなければならない。 

(1) 発電所建設工事の進捗状況[もんじゅ：当該を除き、(2)～(5)を繰り上げる。] 
(2) 発電所の保守運営（試運転を含む。）の状況[もんじゅ：発電所の保守運営の状況] 
(3) 環境放射能測定調査の状況 
(4) 冷却排水調査の状況 
(5) 原子炉施設の廃止措置の状況 
 

（異常時における連絡） 
第４条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しな 

ければならない。 
(1) 非常事態が発生したとき。 
(2) 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。 

［もんじゅ：工学的安全施設が動作したとき。］ 
(3) 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいし

たとき。 
(4) 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動し

たとき。[もんじゅ：もんじゅに故障が発生したとき。] 
(5) 発電所に故障が発生したとき。 

[もんじゅ：ナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏えいしたとき。］ 
(6) 発電所敷地内において火災が発生したとき。 
(7) 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 

［もんじゅ：放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。］ 
(8) 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたと 

き。 
(9) 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 
(10) 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
(11) 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
(12) 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 
 

（損害の補償） 
第５条 乙は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合 

は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠
意をもって補償しなければならない。 

 
（原子力防災対策） 

第６条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるた 
め、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

 ２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に参加しなければならない。 
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（公衆への広報） 
第７条 甲および乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表 

を行う場合は、福井県および   市（町：立地市町）と事前に協議するものとす
る。 

 ２ 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合
は、甲に対して連絡しなければならない。 

 
（連絡の方法） 

第８条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 
(1) 第３条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第３条 

第３号[もんじゅ：第３条第２項]に掲げる事項については、「福井県環境放射能測定技
術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。 

(2) 第４条に掲げる事項については、速やかに口頭または電話（ファクシミリを含む。）で
連絡後、文書をもって連絡するものとする。 

 
（連絡の発受信者） 

第９条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に処理できるようあらかじめ発受信責任者のほ 
か、それぞれその代行者を定めるものとする。 

 
（その他） 

第 10 条 この協定書に定める各事項について、疑義を生じたときまたは改定すべき事由が生 
じたときは、福井県の立会のもとに、甲乙協議するものとする。 

 
この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ各１通を保有する。 

 
平成 3年 8月28日 

 平成 5年12月27日 改定［もんじゅ］ 
 平成19年 3月30日 改定 
 平成24年12月25日 改定 
 平成29年 2月10日 改定［敦賀、美浜］ 
 平成30年 3月16日 改定［もんじゅ（越前町、若狭町）］ 
 平成30年 5月11日 改定［敦賀、もんじゅ、ふげん（越前市）］ 
 平成31年 2月12日 改定［大飯］ 
 
【締結者】 

発電所 甲   乙 立会人 
敦賀発電所 越前町 日本原子力発電㈱ 福井県 
敦賀発電所 若狭町 日本原子力発電㈱ 福井県 
敦賀発電所 越前市 日本原子力発電㈱ 福井県 
新型転換炉原型炉 
ふげん 

越前町 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

福井県 

新型転換炉原型炉 
ふげん 

若狭町 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

福井県 

新型転換炉原型炉 
ふげん 

越前市 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

福井県 

高速増殖原型炉 
もんじゅ 

越前町 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

福井県 

高速増殖原型炉 
もんじゅ 

若狭町 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

福井県 

高速増殖原型炉 
もんじゅ 

越前市 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

福井県 

美浜発電所 小浜市 関西電力㈱ 福井県 
美浜発電所 南越前町 関西電力㈱ 福井県 
大飯発電所 若狭町 関西電力㈱ 福井県 
高浜発電所 小浜市 関西電力㈱ 福井県 

 
・[もんじゅ：  ]は「高速増殖原型炉もんじゅに係る越前町域と若狭町域の安全確保等に関する通報連絡等協定
書」「高速増殖原型炉もんじゅに係る越前市域の安全確保等に関する通報連絡等協定書」での表現。 

・[ふげん：  ]は「新型転換炉原型炉ふげんに係る越前町域と若狭町域の安全確保等に関する通報連絡等協定書」
「新型転換炉原型炉ふげんに係る越前市域の安全確保等に関する通報連絡等協定書」での表現。 

・もんじゅに関しては、「発電所」「原子炉施設」は「もんじゅ」に読み替える。 
・ふげんに関しては、「発電所」「原子炉施設」は「ふげん」に読み替える。 
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（８）敦賀市および美浜町の相互立地隣接協定書 
    発電所に係る   市（町）域の安全確保等に関する協定書 
 
    市（町）（以下｢甲｣という。）と   町（市）（以下｢乙｣という。）ならびに   

（以下「丙」という。）とは、甲、乙とも原子力発電所の立地市（町）、町（市）であり、か
つ相互に隣接していることに鑑み、甲および乙が、相互の発電所のより一層の安全に寄与する
との認識、合意のもと、丙の   発電所（以下｢発電所｣という。）の建設、保守運営および
廃止措置［もんじゅ：保守運営および廃止措置］に伴う   市（町）域および発電所従事者
の安全確保等に必要な項目について、次の通り協定する。 

 
（基本原則） 

第１条 この協定書は、福井県、乙および丙との間の｢原子力発電所周辺環境の安全確保等に 
関する協定書｣[もんじゅ：高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協
定書]の規定の範囲内で定めるものとする。 

 
（計画に対する事前説明）［ふげん：（新増設計画に対する事前説明）］ 

第２条 丙は、発電所の新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画 
について、事前に甲に説明するものとする。［もんじゅ：当該条項を除き、以降繰り
上げ］ 

 ２ 丙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲に説明するものとす 
る。 

３ 前２項において、甲は、安全対策などに関する意見があるときは、丙に対して意見を
述べることができるものとする。 

 
(廃止措置計画の事前連絡) 
第２条の２ 丙は、発電所の廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置に 

関する計画について、事前に連絡しなければならない。 
 

（輸送計画の事前連絡） 
第３条 丙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等を甲の区域を通過して輸送 

するときは、その輸送計画について、事前に連絡するものとする。 
 

（平常時における連絡） 
第４条 丙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連 

絡するものとする。 
(1) 発電所建設工事の進捗状況［もんじゅ：当該条項を除き、以降繰り上げ］ 
(2) 発電所の保守運営（試運転を含む。）の状況 

［もんじゅ：もんじゅの保守運営の状況］ 
(3) 環境放射能測定調査の状況 
(4) 冷却排水調査の状況 
(5) 原子炉施設の廃止措置の状況 
 

（異常時における連絡） 
第５条 丙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡する 

ものとする。 
(1) 非常事態が発生したとき。 
(2) 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。 

［もんじゅ：工学的安全施設が動作したとき。］ 
(3) 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいし 

たとき。 
(4) 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動し

たとき。［もんじゅ：もんじゅに故障が発生したとき。］ 
(5) 発電所に故障が発生したとき。 

［もんじゅ：ナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏えいしたとき。］ 
(6) 発電所敷地内において火災が発生したとき。 
(7) 甲の区域において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。[もんじゅ：甲の区域 

において、放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。] 
(8) 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたと

き。 
(9) 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても、特別な措置を行ったとき。 
(10) 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 
(11) 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 
(12) 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 
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(13) その他国に報告する事項 
 
（立入調査等） 

第６条 甲は、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため必要があると認 
めるときは、乙と協議し合意の上、丙に対して発電所の保守運営および廃止措置に関
し報告を求め、または発電所に立入調査することができるものとする。 

 ２ 丙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。 
 ３ 第１項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、丙の保安関係の規程

に従うものとする。 
 
（立入調査の同行） 

第７条 甲は、前条第１項の立入調査を行う場合において、発電所の保守運営および廃止措 
置に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または
著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、乙と協議し合意の上、甲が認めた地域住民
の代表者を同行することができるものとする。 

 ２ 前条第３項の規定は、前項に規定する者について準用する。 
 

（適切な措置） 
第８条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙と協議し合意の上、国を通じ、ま 

たは直接丙に対し適切な措置を講ずることを求めることができるものとする。 
(1) 第６条第１項の規定による立入調査の結果、周辺環境または発電所従事者の安全を確 

保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 
(2) 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を

緊急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 
(3) 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、発電所の周辺環境または発電所従

事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要
があると認められるとき。 

 ２ 丙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって
速やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなけれ
ばならない。 

 
（損害の補償） 

第９条 丙は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合 
は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠
意をもって補償しなければならない。 

 
（原子力防災対策） 

第10条 丙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるた 
め、的確かつ迅速な連絡体制を整備するものとする。 

 ２ 丙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力するものとする。 
 

（公衆への広報） 
第11条 甲および丙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表 

を行う場合は、乙と事前に協議するものとする。 
 

（連絡の方法） 
第12条 丙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。 
(1) 第２条、第２条の２、第３条および第４条に掲げる事項については、文書をもって連 

絡するものとする。ただし、第４条第３号［もんじゅ：第４条第２号］に掲げる事項
については、｢福井県環境放射能測定技術会議｣が作成した調査報告をもって、これに
かえるものとする。 

(2) 第５条および前条に掲げる事項については、速やかに口頭又は電話（ファクシミリを
含む。）で連絡後、文書をもって連絡するものとする。 

(3) その他必要な事項については、甲乙丙協議して、別に定めるものとする。 
 

（連絡の発受信者） 
第13条 甲乙丙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。 
 

（協定書の改定） 
第14条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙丙いずれ 

からでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲乙丙
は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 
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（疑義または定めのない事項） 
第15条 この協定書に定める事項について、疑義が生じたとき、または定めのない事項につ 

いては、甲乙丙協議して定めるものとする。 
 
この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 
 
  

平成 4年 5月 29日 
 平成18年 3月 1日 改定 
 平成18年10月31日 改定［敦賀、もんじゅ］ 
 平成28年 2月10日 改定［敦賀、美浜］ 
 平成29年12月 5日 改定［もんじゅ］ 
 
 
【締結者】 

発電所 甲 乙 丙 
敦賀発電所 美浜町 敦賀市 日本原子力発電㈱ 
新型転換炉原型炉 
ふげん 

美浜町 敦賀市 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

高速増殖原型炉 
もんじゅ 

美浜町 敦賀市 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

美浜発電所 敦賀市 美浜町 関西電力㈱ 
 
・[もんじゅ：  ]は「高速増殖原型炉もんじゅに係る美浜町域の安全確保等に関する協定書」での表現。 

・[ふげん：  ]は「新型転換炉原型炉ふげんに係る美浜町域の安全確保等に関する協定書」での表現。 

・もんじゅに関しては、「発電所」「原子炉施設」は「もんじゅ」に読み替える。 

・ふげんに関しては、「発電所」「原子炉施設」は「ふげん」に読み替える。 
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（９）漁連協定書 
 
福井県漁業協同組合連合会（以下「甲」という。）と   （以下「乙」という。:施設設置

者）は、乙の 発電所（以下「発電所」という｡）の設置および保守運営に伴う漁業環境の保全
と操業の安全確保等について、乙は重大な社会的責任を有するものであるとの認識のもとに、
[ふげん、もんじゅ：「乙は重大な社会的責任を有するものであるとの認識のもとに、」を除
く]次のとおり協定する。 

 
(基本原則） 
第１条 甲および乙は、福井県、立地町および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確 

保等に関する協定書」を基本としてこの協定を運用するものとする。 
     [ふげん、もんじゅ：甲および乙は、福井県、敦賀市および乙との間の「原子力発電所 

周辺環境の安全確保等に関する協定書」および「高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の
安全確保等に関する協定書」の規定の範囲内でこの協定を運用するものとする。] 

 
(周辺環境の汚染防止と安全確保) 
第２条 乙は、発電所の設置および保守運営[ふげん、もんじゅ：建設および保守運営]にあ 

たっては、この協定を誠実に履行するとともに、関係法令等を遵守し、発電所から放
出される冷却水(以下「温排水」という｡)および放射性廃棄物等による周辺環境の汚染
防止と安全確保につとめ、甲およびその構成員である漁業協同組合または漁業者(漁業
従事者を含む、以下同じ｡)に被害をおよぼさないよう万全の措置を講ずるものとす
る。 

 
(計画に対する事前協議) 
第３条 乙は、温排水の取排水計画等漁業に影響をおよぼす重大な現状変更を行う場合に 

は、その計画について事前に甲と協議し理解を求めるものとする。 
 
[ふげん、もんじゅ：（計画に対する事前協議） 
第３条 乙は、温排水の取排水計画の変更等漁業に影響をおよぼす重大な現状変更を行う場 

合には、その計画について事前に甲と協議し理解を求めるものとする。 
２ 乙は、ふげんおよびもんじゅの建設等の重要な変更を行おうとするときは、事前に甲

に説明をするものとする。] 
 

（計画に対する事前説明） 
第４条 乙は、原子炉施設等の重要な変更を行おうとするときは、事前に甲に説明するもの 

とする。 
     [ふげん、もんじゅ：当該条項を除き、第５条〜第17条を繰り上げる。] 
 

（平常時における連絡） 
第５条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる事項について、定期的に連絡するものとする。 
(1) 発電所建設工事の進捗状況 

[ふげん、もんじゅ：前条にかかる発電所建設工事の進捗状況] 
(2) 発電所の保守運営（試運転を含む｡）の状況 
 

（燃料等の輸送に対する連絡) 
第６条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物を海上輸送のときは、その輸 

送計画[ふげん、もんじゅ：年間輸送計画]ならびに安全対策について連絡するものと
する。 

 
（異常時における連絡) 

第７条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をただちに連絡す 
るものとする。 

(1) 非常事態が発生したとき。 
(2) 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩した 

とき。 
(3) 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 
(4) 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。 
     [ふげん：ふげんの非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。］ 

      [もんじゅ：(5)もんじゅの工学的安全施設が動作したとき。もんじゅのナトリウムを 
保有する系統設備からナトリウムが漏洩したとき。を加え、(5)〜(9)を繰り下げる。] 

(5) 発電所敷地内において火災事故が発生したとき。 
(6)  福井県下において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。（放射性汚染が船内 

または車内にとどまるものおよび単なる船舶または自動車事故を含む。） 
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      [もんじゅ：福井県下において、放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生 
したとき。］ 

(7) 放射性物質の盗取または所在不明が発生したとき。 
(8) 発電所に故障が発生したとき。 
(9) 計画外に原子炉もしくは発電を停止したときまたは不測の事態により出力が変動した 

とき。 
２ 前項の(1)、(2)、(3)において、温排水あるいは環境に影響をおよぼし、かつ運転を停 

止した場合の運転再開に当たって甲から立会の要請があったときは、（福井県および敦
賀市の同意のもとに）乙はこれに応ずるものとし甲（甲、乙協議し指定する第三者を含
む｡）の立会を通じて理解を求めるものとする。 

 
(温排水調査) 
第８条 乙は、発電所から放出される温排水に関し、以下の項目について別に定める方法に 

より調査し、その結果を定期的に甲に報告するものとする。 
(1) 別に定める海域周辺の水温・塩分分布の定期的実測 
(2) 別に定める海域およびその周辺における海草貝類等の海洋生物相調査 

 
(環境放射能調査) 
第９条 乙は、環境放射能に関し、次の事項を実施して、その結果を定期的に甲に報告する 

ものとする。 
(1) 放水口水モニタによる放射性排水の放出状況の監視 
(2) 放水口付近を中心とした別に定める海域の海水、海底土、海洋生物の定期的放射能測 

定  
 

（調査結果の評価検討等) 
第10条 前２条［ふげん、もんじゅ：前７条および前条］により乙が行う海況調査の方法、 

分析機関および調査結果の評価検討等具体的内容については、甲乙協議のうえ決定す
るものとする。 

２ 乙は、前項の海況調査について、甲から共同して調査したい旨の申し出があったとき
は、これに応ずるものとする。 

 
(温排水の利用等) 
第11条 乙は、甲が行う温排水の実態等に関する調査研究ならびに水産資源の保護培養を目 

的とした温排水利用等の漁業振興施策について、甲から協力を要請されたときは、誠
意をもってこれに協力［ふげん、もんじゅ：対応］するものとする。 

 
(苦情の対応) 
第12条 乙は、発電所の設置および保守運営に伴う漁業環境の保全と操業の安全確保につい 

て、甲から苦情の申し出があったときは、誠意をもって協議し解決するものとする。 
 

(損害の補償) 
第13条 発電所の設置および保守運営に起因して、甲およびその構成員である漁業協同組合 

または漁業者に損害（漁場の荒廃を含む｡）を与えた場合は、乙は誠意をもって補償し
なければならない。 

 ２ 乙は前項の補償にあたっては、甲の調査の結果を尊重［ふげん、もんじゅ：参考に］
して解決にあたるものとする。 

 ３ 前項により解決困難な場合は、甲・乙協議のうえ公正な第三者の意見を求めて解決す
ることができる。 

 
(公衆への広報) 
第14条 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場 

合は、甲に対して連絡するものとする。 
 

(連絡の方法) 
第15条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。 
(1) 第３条、第４条、第５条および第６条に掲げる事項ならびに第８条および第９条に掲

げる事項〔ふげん、もんじゅ：第３条、第４条および第５条に掲げる事項ならびに第
７条および第８条に掲げる事項〕については、文書をもって連絡するものとする。 

(2) 第７条第１項および第14条に掲げる事項［ふげん、もんじゅ：第６条第１項および前
項に掲げる事項］については、速やかに口頭または電話（ファクシミリを含む｡）で連
絡後、文書をもって連絡するものとする。 
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(連絡の発受信者) 
第16条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。 
 

(協定の改定等) 
第 17 条 この協定に定める事項を変更しようとするとき、もしくはこの協定に疑義が生じた 

とき、またはこの協定に定めのない事項については、甲および乙が協議して［ふげ
ん、もんじゅ：は誠意をもって］定めるものとする。 

 
以上この協定締結の証として本書弐通を作成し、記名押印のうえ、甲乙各壱通を保有するも

のとする。 
 
 平成６年６月２日［敦賀・美浜・大飯・高浜］ 
 平成７年１月12日［ふげん・もんじゅ］ 
 平成18年２月８日 改定 
 
【締結者】 

発電所 甲 乙 
敦賀発電所 福井県漁業協同組合連合会 日本原子力発電㈱ 
美浜・高浜・大飯発電所 福井県漁業協同組合連合会 関西電力㈱ 
新型転換炉原型炉 
ふげん 
高速増殖炉原型炉 
もんじゅ 

福井県漁業協同組合連合会 国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 

 
 

・［ふげん、もんじゅ： ］は、「新型転換炉原型炉ふげんおよび高速増殖原型炉もんじゅに関する協定書」での表現 

・ふげんおよびもんじゅに関しては、「発電所」は「ふげんおよびもんじゅ」に読み替える 
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２．福井県原子力安全専門委員会開催要領 
 

（目的） 
第１条 県内の原子力発電所に関する原子力安全行政について、福井県から報告を受け、独

立的、専門的な立場から、技術的な評価・検討を行い助言するため、福井県原子力安全専
門委員会（以下「委員会」という。）を開催する。 

 
（評価・検討事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を評価・検討する。 
(1) 平常時の原子力発電所の運転・管理および環境放射線監視に関する事項 
(2) 予期しない異常または故障に関する事項 
(3) 重要な施設の設置、改造等の特定課題に関する事項 
(4) 前３号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項 

 
（委員） 

第３条 委員会を構成する委員は、学識経験者の中から、福井県知事が就任を依頼する。 
 ２ 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 
 ３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
 ４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 
 ５ 委員の任期は、２年間とし、他の委員の任期途中に就任した場合は、他の委員の任期 

満了までとする。ただし、再任を妨げない。 
 

（臨時委員） 
第３条の２ 特別の事項を評価・検討する必要があるときは、臨時委員を置くことができ 

る。 
 ２ 前条第１項および第５項の規定は、臨時委員に準用する。 
 

（委員会の開催） 
第４条 委員会は、四半期ごとに定例会を開催する。 
 ２ 前項の定例会のほか、委員長が必要と認める時は臨時会を開催する。 
 ３ 委員会に、必要に応じ、小委員会を置くことができる。 
 

（会議） 
第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 
 ２ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。 
 ３ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができ 

る。 
 

（庶務） 
第６条 委員会の庶務は、福井県防災安全部原子力安全対策課が行う。 
 

（その他） 
第７条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮 

って定める。 
 
  

附 則 
 この要領は、平成 16 年８月 12 日から施行する。 
 平成 17 年４月１日一部改訂 
 平成 18 年４月１日一部改訂 
 平成 19 年４月１日一部改訂 
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■福井県原子力安全専門委員会委員名簿（令和７年３月 31 日現在） 
（50 音順、敬称略） 

氏名 現職 専門 
鞍谷 文保 福井大学 名誉教授 機械力学、 

振動工学 
泉 佳伸 福井大学 附属国際原子力工学研究所 教授 放射線化学・生物学、 

放射線防護学 
大堀 道広 滋賀県立大学 教授 地震工学 
片岡 勲 ㈱原子力安全システム研究所 

技術システム研究所長 
原子力学、熱工学、 
流体工学 

黒﨑 健 京都大学複合原子力科学研究所 教授 核燃料工学 
近藤 竜二 福井県立大学 教授 微生物生態学 
西本 和俊 大阪大学 名誉教授 溶接・接合工学 
藤野 秀則 福井県立大学 教授 安全管理、 

ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ 
望月 正人 大阪大学大学院 教授 熱加工力学 

材料力学 
山本 章夫 名古屋大学大学院 教授 原子力工学 
山本 雅代 仁愛大学 准教授 社会心理学 
吉橋 幸子 名古屋大学 教授 放射線計測学 

 
（臨時委員） 

氏名 現職 専門 
釜江 克宏 京都大学複合原子力科学研究所 特任教授 地震工学 
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３．福井県原子力環境安全管理協議会規程 
 

（会の名称） 
第１条 本会は福井県原子力環境安全管理協議会（以下『協議会』という。）と称する。 
 

（目的） 
第２条 協議会は、県内における原子力施設周辺地域の環境放射能および温排水ならびに原 

子力施設の運転・管理に関し、その状況を的確に把握することにより、環境の安全を
確認することを目的とする。 

 
（所掌事項） 

第３条 協議会は前条の目的を達成するために次の事項を協議する。 
(1) 環境放射能および温排水の調査結果の確認。 
(2) 原子力施設の運転・管理状況に関する調査結果の確認。 
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項。 

 
（会の構成） 

第４条 協議会は、会長、副会長および委員をもつて構成する。 
２ 会長は福井県知事をもつてあてる。 
３ 副会長および委員は別表－１に掲げる職にある者をもつてあて、知事が委嘱又は任命 

する。 
 

（会議の開催） 
第５条 協議会は４半期ごとに定例会を開催する。 

２ 前項の定例会のほか、会長が必要と認めたときは臨時会を開催する。 
 

（幹事会） 
第６条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事は別表－２に掲げる職をもつてあて、知事が委嘱又は任命する。 
３ 幹事会は、福井県環境放射能測定技術会議において作成された環境放射能調査結果お

よび温排水の調査結果ならびに原子力施設の運転・管理状況、その他会議に附議する事
項をとりまとめる。 

 
（オブザ―バ―） 

第７条 協議会の会議には、国および地方公共団体の職員、福井県原子力安全専門委員会委 
員ならびに原子力施設設置者の職員にオブザ―バ―として参加を求めることができ
る。 

 
（庶務） 

第８条 協議会の庶務は福井県防災安全部原子力安全対策課において処理する。 
 

（その他） 
第９条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議に 

はかつて定める。 
 
附則 
 
（施行期日） 

この規程は、昭和４４年４月１日から施行する。 
昭和４６年１２月２７日一部改訂 
昭和４９年 ４月 １日一部改訂 
昭和５２年 ４月 １日一部改訂 
昭和５３年 ４月１５日一部改訂 
昭和５５年 ４月１１日一部改訂 
昭和５９年１０月３０日一部改訂 
昭和６０年 ４月 １日一部改訂 
昭和６３年 ６月 ７日一部改訂 
平成 元年 ６月 ７日一部改訂 
平成 ２年 １月 ９日一部改訂 
平成 ４年 ４月 １日一部改訂 
平成 ６年 ３月３０日一部改訂 
平成 ６年 ６月 ３日一部改訂 
平成 ７年 ５月１５日一部改訂 
平成 ８年 ３月 １日一部改訂 
平成 ８年 ４月 １日一部改訂 
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平成 ８年 ６月 ６日一部改訂 
平成 ８年 ６月２４日一部改訂 
平成 ９年 ４月 １日一部改訂 
平成 ９年 ６月１９日一部改訂 
平成１０年１２月２１日一部改訂 
平成１１年 ６月３０日一部改訂 
平成１２年 ６月２０日一部改訂 
平成１６年１０月２０日一部改訂 
平成１７年 １月 １日一部改訂 
平成１７年 ３月３１日一部改訂 
平成１７年 ４月 １日一部改訂 
平成１８年 ３月 ３日一部改訂 
平成１９年 ４月 １日一部改訂 
平成１９年 ４月３０日一部改訂 
平成１９年 ６月２２日一部改訂 
平成２１年１０月１５日一部改訂 
平成２２年 ４月 １日一部改訂 
平成２３年 ５月１７日一部改訂 
平成２９年 ７月１４日一部改訂 
平成３０年 ７月１１日一部改訂 
令和 ５年 ５月２２日一部改訂 
令和 ６年 ４月 １日一部改訂 

 
（別表―１）福井県原子力環境安全管理協議会会長・委員 

役 名 職        名 
副会長 
副会長 
委員 

福井県議会議長 
福井県副知事 
福井県議会厚生常任委員会委員長 
敦賀市、小浜市三方郡三方上中郡、大飯郡、 
越前市今立郡南条郡、丹生郡選出県議会議員 
福井県防災安全部長 
福井県嶺南振興局長 
敦賀市市長 
敦賀市議会議長 
美浜町町長 
美浜町議会議長 
高浜町町長 
高浜町議会議長 
おおい町町長 
おおい町議会議長 
小浜市市長 
小浜市議会議長 
南越前町町長 
越前町町長 
若狭町町長 
越前市市長 
福井県農業協同組合中央会会長 
ＪＡ福井県女性組織協議会会長 
福井県漁業協同組合連合会会長 
福井県漁協女性部連合協議会会長理事 
福井県森林組合連合会会長 
福井県商工会議所連合会会頭 
福井県商工会連合会会長 
福井県商工会女性部連合会会長 
福井県平和・環境・人権センター議長 
日本労働組合総連合会福井県連合会会長 
福井県医師会会長 
福井県連合青年団団長 
福井県連合婦人会会長 
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（別表―２）福井県原子力環境安全管理協議会幹事 
 
役 名 職      名 
幹 事 福井県環境政策課長 

福井県危機管理課長 
福井県原子力安全対策課長 
福井県地域医療課長 
福井県水産課長 
福井県嶺南振興局副局長 
嶺南振興局二州健康福祉センター所長 
嶺南振興局若狭健康福祉センター所長 
福井県原子力環境監視センター所長 
福井県水産試験場長 
敦賀市原子力安全対策課長 
美浜町エネルギー政策課長 
高浜町防災安全課長 
おおい町防災安全課長 
小浜市未来創造課長 
公益財団法人福井原子力センター事務局長 
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４．福井県環境放射能測定技術会議規程 
 

（会の名称） 
第１条 本会議は、福井県環境放射能測定技術会議と称する。 
 

（目的） 
第２条 本会議は、福井県の関係機関ならびに原子力施設設置者が県内の施設周辺で実施す 

る環境放射線モニタリングについて技術的に検討し、環境放射能の状況を常時確認す
ることを目的とする。 

 
（所掌事務） 

第３条 本会議は前条の目的を達成するため、次の事項を行う。 
１ 原子力施設の平常運転時における環境放射線モニタリング項目の調整 
２ 放射能測定の方法の検討および調査 
３ 環境放射線モニタリングの結果の評価 
４ 報告書の作成ならびに福井県原子力環境安全管理協議会への提出 
５ その他環境放射線モニタリングに関する技術的事項 

 
（構成） 

第４条 本会議は次の機関の専門技術者をもって構成する。 
福井県防災安全部原子力安全対策課 日本原子力発電株式会社 
福井県原子力環境監視センター 関西電力株式会社 
福井県水産試験場 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
なお、オブザーバーとして、県内の原子力規制事務所上席放射線防災専門官の出席を得
る。また、必要に応じて専門機関の意見を求めることができる。 

 
（議長および事務局） 

第５条 本会議の議長は、福井県原子力環境監視センター所長をもってあてる。本会議の事 
務局を、議長の属する機関に置く。 

 
（会議の開催） 

第６条 本会議は、四半期ごとに定例会議を、また構成員が必要を認めた場合はその都度会 
議を開催する。 

 
（定例会議以外の会議） 

第７条 本会議には、四半期ごとの定例会議以外に、必要に応じ、小委員会、幹事会、作業 
部会を置くことができる。 

 
（報告書の作成） 

第８条 本会議は、年度開始に先立ち調査計画書を、また環境放射線モニタリングの結果に 
関し、四半期および年度ごとに報告書を作成する。 

 
（規程の改廃） 

第９条 この規程は構成員の同意を得て改廃することができる。 
 

（その他） 
第 10 条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は議長が会議に諮っ 

て定める。 
 
附則 
この規程は、昭和 44 年２月 12 日から施行する。 
附則 
この規程は、昭和 48 年８月２日から施行する。 
附則 
この規程は、平成７年５月 31 日から施行する。 
附則 
この規程は、平成 10 年７月１日から施行する。 
附則 
この規程は、平成 10 年 10 月１日から施行する。 
附則 
この規程は、平成 15 年４月１日から施行する。 
附則 
この規程は、平成 17 年４月１日から施行する。 
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附則 
この規程は、平成 17 年 10 月１日から施行する。 
附則 
この規程は、平成 24 年５月 28 日から施行する。 
附則 
この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。 
附則 
この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 
附則 
この規程は、平成 29 年８月３日から施行する。 
附則 
この規程は、令和５年６月６日から施行する。 
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